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4月から5月にかけて、富士の裾野を彩
ります。木はあまり大きくならず、花びら
も小型で下むき加減に開きます。厳しい
富士の風雪に耐えて、つつましやかに咲
く花は、「和と忍耐」を表しています。
（昭和29年制定）

春を告げる鳥として、昔からみんなに愛さ
れ親しまれています。里にも奥山にも生
息し、他の鳥のひなを育てるという優し
い習慣を持っています。このことから、「明
朗と慈愛」を表しています。
（昭和39年6月制定）

日本特産の特別天然記念物に指定され
ており、本県では、南アルプス、奥秩父、
富士山、三ツ峠などの山岳地帯に生息し
ます。高山の厳しい自然に耐えて生きてい
ることから「忍耐・努力」を表しています。
（昭和39年6月制定）

一般的には、葉は緑色で、秋、霜をうけて
美しく紅葉します。本県の山などを美しく
彩るそのさまは、「山々の男ぶり見よ甲斐
の秋（虚子）」などと詠まれています。
（昭和41年9月制定）

周囲は富士山と武田菱で麗
しい郷土を象徴しており、中
の　は3つの人文字で山梨
の山を形どり、和と協力を表
現しています。
（昭和41年10月1日告示）

優雅なぶどう色を地に用い、中の　は県民の
和と協力を、周りの富士山は清廉、潔白、純粋
性を表しています。曲線化した富士山は流動
感を表し、県民の無限の向上を願ったもので
す。
（昭和41年12月1日告示）
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山梨、八代、巨摩、都留の4つの郡からなる甲
斐の国は、明治4年11月、廃藩置県で「山梨
県」となりました。「やまなし」の由来は、果物
のヤマナシがたくさん採れたから、山をならし
て平地にした「山ならし」からきているなどい
くつかの説があります。

県名の由来
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『輝き  あんしん  プラチナ社会』の実現を目指して
　いま、本県は、人口減少・少子高齢化というかつて経験したことのない変化をはじめ、生活

や産業を支えるエネルギー資源の変化、県土の景観を形成する農林業を取り巻く状況の変

化、近い将来に発生が予測される大規模な災害への備え等の安全に対する意識の高まりな

ど 、いくつかの大きな転機に直面しています。

　特に、地域社会の担い手の減少を招く人口減少の問題は、これを放置しておくと、地域経

済の停滞・縮小と様々な社会サービスの低下などを引き起こし、これに伴う日常生活に対する

不安の増加から、出生率の低迷と人口流出を招き、更なる人口減少につながるという「負のス

パイラル」に陥る危険性があります。

　人口減少の問題は、いまや我が国が全体として抱える最優先に取り組むべき課題であり、

これを克服していくため、それぞれの地域が競い合うかたちで、自ら考え、行動し、変革を起こ

していくことが求められており、自治体間の競争が激しさを増しています。

　私は、このような認識に立ち、「いま」やらなくてはならない117の公約をはじめとする諸施

策を、着実かつスピーディーに実行していくため、このたび、県政運営の新たな指針となる「ダ

イナミックやまなし総合計画」を策定いたしました。

　本計画は、県民の総力を結集して産業間、地域間など様々な連携の強化を図り、地域が抱

える諸課題の解決に積極果敢に挑戦していくことにより、自治体間競争に勝ち抜き、すべての

県民が安心して暮らせる新たな地域社会である「輝き  あんしん  プラチナ社会」を創り上げ

ていくための処方箋となるものです。

　県民の皆様には、活動の基盤とされている産業や地域、性別、世代など、それぞれの立場か

ら関心のある分野はもとより、「山梨のいま」を生きる立場から、「輝き  あんしん  プラチナ

社会」の実現に向けた取り組みに幅広く参画くださいますようお願い申し上げます。

　おわりに、本計画の策定に当たり、県議会をはじめ、総合計画審議会、やまなし未来会議な

ど、多くの県民の皆様に参画いただき、深く感謝申し上げます。

平成27年12月

　　山梨県知事　後藤　斎
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